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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年４月１７日（平成２７年（行個）諮問第７３号） 

答申日：平成２８年５月３０日（平成２８年度（行個）答申第２１号） 

事件名：本人からの苦情申立書を受理したことが分かる受領書等の不開示決定

（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「２６．１１．１１付 私が特定部隊長に宛てた再度の「苦情申立書」

を受理したことがわかる「受領書」，この苦情申立書を特定部隊Ｘにあげた

全ての書類（原議書を含む），この苦情申立書に対する苦情調査委員の指定

に関する個別命令（原議書を含む）」（以下「本件文書２」という。）に記録

されている保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につ

き，これを保有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）

１２条１項の規定に基づく本件開示請求に対し，平成２７年１月１３日付

け防人服第３９８号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）のうち，本件対

象保有個人情報につき不開示とした部分の取消しを求めるものである。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書１ 

 ア 開示決定通知書の第１項第２号の行政文書（本件文書２）につい

て， 

① 「作成していない保有個人情報」及び「保有していない保有個人

情報」を具体的に明示することを求める。 

② 請求した保有個人情報の開示を求める。 

   イ 原処分は，開示決定通知書の第１項第２号の行政文書（本件文書

２）について，開示請求のあった時点において「作成していない行

政文書」及び「保有していない行政文書」を文書不存在につき不開

示としている。 

しかし，開示期限を延長することが可能であるから，これを延長し

て開示請求された保有個人情報を開示することが可能である。 

また，開示請求された保有個人情報を開示する義務があるのである
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から，開示するために開示期限を延長しない正当な理由はない。 

     「開示請求のあった時点において」というのは，開示請求された

保有個人情報を開示しないための口実であり，正当な理由とはなら

ない。 

     原処分は，法１４条にある保有個人情報の開示義務を回避したも

のであり，違法不当である。 

（２）異議申立書２ 

  ア 原処分で「不開示」とされた行政文書（本件文書２）の開示を求め

る。 

  イ 「原処分第１項第２号の行政文書」（本件文書２）について「開示

請求のあった時点において作成及び保有していないことから，文書不

存在につき不開示とします。」としたことは，法５条の開示義務を不

当に回避したものであり，違法不当である。    

（３）意見書 

異議申立人から，平成２７年５月２２付け（同月２５日収受）で意見

書が当審査会宛て提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当でない

旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，「２６．１１．１１付 私が特定部隊長に宛てた再度の

「苦情申立書」，これを受理したことがわかる「受領書」，この苦情申立書

を特定部隊Ｘにあげた全ての書類（原議書を含む），この苦情申立書に対す

る苦情調査委員の指定に関する個別命令（原議書を含む）」に記録されてい

る保有個人情報の開示を求めるものであり，これに該当する保有個人情報

が記録されている行政文書として「苦情申立書（２６．１１．１１）」（以

下「本件文書１」という。）を特定した。 

しかし，開示請求された「これを受理したことがわかる「受領書」，この

苦情申立書を特定部隊Ｘにあげた全ての書類（原議書を含む），この苦情申

立書に対する苦情調査委員の指定に関する個別命令（原議書を含む）」に係

る行政文書（本件文書２）については，本件開示請求を受理した時点にお

いては，異議申立人からの本件開示請求の対象となっている苦情申立書（以

下「本件申立て」という。）を受理していなかったことから，法１８条１項

の規定に基づき，平成２７年１月１３日付け防人服第３９８号により，本

件文書１に記録された保有個人情報については開示，本件文書２に記録さ

れた保有個人情報ついては不存在による不開示とする一部開示決定（原処

分）を行った。本件異議申立ては，原処分に対してされたものである。 

２ 異議申立人の主張について 

異議申立人は，本件文書２を開示請求のあった時点において作成及び保
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有していないことを理由に不開示としたことについて，本件開示請求に対

する開示決定期限を延長することは可能であり，かつ，開示請求された保

有個人情報を開示する義務があるにもかかわらず，開示決定期限を延長せ

ずに不開示としたことは不当であるとして，作成及び保有していないとし

た保有個人情報を具体的に明示し，開示することを求める。 

しかしながら，法１２条の規定に基づく保有個人情報の開示請求の対象

となるのは，開示請求のあった時点において行政機関が現に保有する保有

個人情報であり，将来の保有個人情報までその対象とはしていないことか

ら，仮に開示決定期限を延長したとしても，開示請求時点において不存在

であった保有個人情報が開示請求の対象となることはない。 

よって，異議申立人の主張には理由がないことから，原処分を維持する

ことが適当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２７年４月１７日   諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年５月２５日      異議申立人から意見書を収受 

④ 平成２８年５月２６日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報等について 

本件対象保有個人情報は，「２６．１１．１１付 私が特定部隊長に宛て

た再度の「苦情申立書」を受理したことがわかる「受領書」，この苦情申立

書を特定部隊Ｘにあげた全ての書類（原議書を含む），この苦情申立書に対

する苦情調査委員の指定に関する個別命令（原議書を含む）」に記録されて

いる保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報が記録されている行政文書（本件文書

２）は，本件開示請求があった時点において作成及び保有していないとし

て，原処分により本件対象保有個人情報を不開示とした。これに対して異

議申立人は，原処分のうち，本件対象保有個人情報を不開示とした部分の

取消しを求めるところ，諮問庁は，原処分を維持することが適当であると

するので，以下，本件対象保有個人情報の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）当審査会において，本件文書１を確認したところ，その最終ページの

上半分は，本件申立ての受領書の様式，すなわち，本件文書１の受理，

不受理の別や，その年月日及び時刻並びに記入者の所属，階級及び氏名

を記載する欄のほか，押印欄が設けられたものであり，下半分には，本

件文書１の送付書として，異議申立人により本件文書１の送付年月日で

ある平成２６年１１月１１日及び同日の特定時刻並びに異議申立人の所
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属，階級及び氏名が記載され，押印がされている。 

（２）当審査会事務局職員をして諮問庁に対し，本件文書１の受領の有無等

について確認させたところ，諮問庁は，本件文書１については，上記（１）

の受領書の様式を用いて，平成２６年１１月１７日の特定時刻に受領し

たとして，特定部隊Ｙ特定科長が記名，押印等を行い，申立人である異

議申立人に返戻したと説明する。 

そこで，当審査会において上記受領書の写しの提出を受け，その内容

を確認したところ，諮問庁の説明のとおりの記載が認められた。 

（３）以上を踏まえて検討すると，本件開示請求は，本件保有個人情報開示

請求書によれば，平成２６年１１月１１日付けでされており，翌１２日

に受付されていること，また，上記（１）及び（２）のとおり，本件文

書１の受領書には，同月１７日付けの日付が記入されていることから，

本件開示請求の時点では，本件文書１を「受理したことがわかる「受領

書」」及び本件文書１の受理後の事務処理に係る文書であると考えられ

る「この苦情申立書を特定部隊Ｘにあげた全ての書類（原議書を含む），

この苦情申立書に対する苦情調査委員の指定に関する個別命令（原議書

を含む）」を保有しておらず，本件対象保有個人情報を保有していなかっ

たとの諮問庁の説明が不自然，不合理であるとはいえない。 

（４）したがって，防衛省において本件開示請求の時点で本件対象保有個人

情報を保有していたとは認められない。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした決定については，防衛省において開示請求時点で本件

対象保有個人情報を保有していたとは認められず，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 




